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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに所定の距離を離して配置された２つの電極を有する静電容量型の位置検出センサ
を用いて、移動可能な撮像光学系の位置を検出する内視鏡装置であって、
　前記静電容量型の位置検出センサの出力値に基づき、前記撮像光学系の位置を算出する
位置算出部と、
　前記位置算出部により算出された前記撮像光学系の位置の値を、前記静電容量型の位置
検出センサとは別の位置測定装置により測定された前記撮像光学系の位置を示す値、ある
いは前記撮像光学系を移動させるアクチュエータへの駆動指示値を位置算出部出力相当値
に換算した値、を用いて補正する補正処理を行う位置補正部と、
　前記静電容量型の位置検出センサの前記２つの電極の出力に基づいて生成された２つの
ベクトル信号の少なくとも１つのベクトル信号の最大値を検出するピーク検出部と、
　検出された前記最大値に基づいて、前記少なくとも１つのベクトル信号の振幅を調整す
る振幅調整部と、
を有することを特徴とする内視鏡装置。
【請求項２】
　前記振幅調整部は、前記最大値に応じたゲインに基づいて前記少なくとも１つのベクト
ル信号を増幅する増幅器を有することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項３】
　互いに所定の距離を離して配置された２つの電極を有する静電容量型の位置検出センサ
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を用いて、移動可能な撮像光学系の位置を検出する内視鏡装置であって、
　前記静電容量型の位置検出センサの出力値に基づき、前記撮像光学系の位置を算出する
位置算出部と、
　前記位置算出部により算出された前記撮像光学系の位置の値を、前記静電容量型の位置
検出センサとは別の位置測定装置により測定された前記撮像光学系の位置を示す値、ある
いは前記撮像光学系を移動させるアクチュエータへの駆動指示値を位置算出部出力相当値
に換算した値、を用いて補正する補正処理を行う位置補正部と、
　前記静電容量型の位置検出センサの前記２つの電極の出力に基づいて生成された２つの
ベクトル信号の一方のゼロクロスを検出するゼロクロス検出部と、
　前記ゼロクロス検出部のゼロクロス検出タイミングに応じて、前記２つのベクトル信号
の他方の最大値を検出するピーク検出部と、
　検出された前記最大値に基づいて、前記２つのベクトル信号の他方のベクトル信号の振
幅を調整する振幅調整部と、
を有することを特徴とする内視鏡装置。
【請求項４】
　前記振幅調整部は、検出された前記最大値により前記他方のベクトル信号の前記振幅を
除算する除算部を有することを特徴とする請求項３に記載の内視鏡装置。
【請求項５】
　前記位置補正部は、前記静電容量型の位置検出センサの各出力値に対応する、前記別の
位置測定装置により測定された値、あるいは前記駆動指示値を位置算出部出力相当値に換
算した値を保持する補正テーブルデータにより、前記補正処理を行うことを特徴とする請
求項１又は３に記載の内視鏡装置。
【請求項６】
　前記位置補正部は、前記静電容量型の位置検出センサの各出力値を、前記別の位置測定
装置により測定された値、あるいは前記駆動指示値を位置算出部出力相当値に換算した値
に変換する演算により、前記補正処理を行うことを特徴とする請求項１又は３に記載の内
視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡装置に関し、特に、移動可能な撮像光学系を有する内視鏡装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、内視鏡装置が工業及び医療の分野で広く利用されている。例えば、工業用の
内視鏡装置は、メインユニットとこのメインユニットに装着されるスコープユニットとか
らなる。スコープユニットには可撓性の挿入チューブからなる挿入部が設けられ、この挿
入部の先端部には、被写体を撮像するためのCCDあるいはCMOS等の撮像素子が取り付けら
れる。
【０００３】
　撮像素子の撮像面側には、通常被検体からの反射光を集光するためのレンズが設けられ
ている。また、レンズは、焦点距離、Ｆ値、視野角等の特性が変えられるように交換式に
することもある。撮像素子からの映像信号は、メインユニットに送られて画像処理され、
モニタ用の液晶表示装置に被検体の撮影画像が表示される。
【０００４】
　また、挿入部の先端は湾曲する構造となっており、その湾曲量を調整するための操作部
が挿入部とメインユニットの間に設けられている。さらにまた、コンパクトフラッシュ（
登録商標）やUSBメモリなどの可搬性の記憶デバイスに撮像素子で撮影した静止画や動画
を記録する、或いは、その画像を再生して液晶表示装置に表示する機能も設けられている
。
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【０００５】
　ところで、最近の内視鏡装置では、レンズ特性を変える手段として小型のアクチュエー
タが挿入部先端部に設けられることがある。アクチュエータを使ってレンズの位置を調整
しCCDへの集光具合を変える。そして、その際、レンズ位置決め精度を高めるために、位
置検出手段を挿入部先端部に設けるようにしてもよい。たとえ、アクチュエータの特性が
耐性、温度等の影響で変化しても、位置検出手段の検出結果に基づいて適切な駆動指示を
アクチュエータにフィードバックするようにして、ばらつきの無いレンズ位置決めが可能
となるからである。
【０００６】
　その位置検出手段としては各種のセンサが想定されるが、内視鏡先端部のような微小空
間での適用を考慮した場合、部品点数が少なく、かつシンプルな構成で精度の高い位置検
出が可能な静電型リニアエンコーダを利用することが考えられる。静電型リニアエンコー
ダの場合、外部電磁ノイズの影響も受けにくい。静電型リニアエンコーダとしては、例え
ば特許文献１に提案されているような位相検出方式の静電型リニアエンコーダがあり、外
部環境の変化に強く有効である。
【０００７】
　上記の特許文献１に開示された静電リニアエンコーダの場合、正負に帯電された櫛状電
極を用いてスライダ電極の移動に伴い、二つの交番信号（ベクトル信号）が発生され、そ
の信号の位相より変位と方向が検出される。基本的には櫛状電極の電極間隔により位置検
出精度が決定されるものであり、耐性や温度の変化の影響を受けず高精度な位置決めが実
現できるのである。特に、工業用内視鏡の挿入部先端部は、エンジン内部など温度変化の
大きなところで使用されることが想定される。また、先端部への衝撃もある程度想定され
るものであり、そのような状況においても安定した出力が得られるセンサが望まれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－２２１４７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　静電型リニアエンコーダは、向かい合う２枚の電極基板から構成される。２枚の電極間
の容量変化を信号として出力して位置検出を行うため、電極間の距離は正確に一定に保つ
必要がある。
【００１０】
　電極間の距離は正確に一定に保つために、例えば、２枚の電極をポリイミド等の絶縁部
材で保護し、摺動駆動すれば、ポリイミドの厚みで２つの電極間の距離は制限されかつ距
離を一定に保つことができるので、最も望ましい。
【００１１】
　しかし、ポリイミド等の絶縁材の表面を摺動駆動する方法は、摺動時の摩擦の影響で可
動部側の電極が動きにくくなるという問題がある。また、電極駆動時に距離が変動しない
ように、２枚の電極を互いに密着させる当て付け機構も必要となる。よって、摺動駆動さ
せる方法は、レンズ駆動用アクチュエータの大型化を招き、摺動駆動ための当て付け機構
が必要となり、結果として、大型化及び機構の複雑化に繋がるので望ましくない。
　そこで、２つの電極基板が接触しないように積極的に遠ざけて配置する方法も考えられ
るが、その場合は、上述したような問題は発生しなくなるものの、逆に、２枚の電極間の
距離が、一方の電極基板の全移動範囲内で正確に常に一定に維持するような機構にするこ
とは容易ではないので、２枚の電極間の容量結合が理想的な状態で無くなるため、位置検
出センサの出力精度が劣化してしまうという問題が生じる。ひいては、その位置検出セン
サの出力を用いて算出されるレンズ位置の精度が悪くなってしまう。
【００１２】
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　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、静電型エンコーダをレンズ
位置検出手段として用いる内視鏡装置において、大型化や挿入部先端機構の複雑化を防ぎ
ながら、精度の高いレンズ位置決めが可能な内視鏡装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の一態様によれば、互いに所定の距離を離して配置された２つの電極を有する静
電容量型の位置検出センサを用いて、移動可能な撮像光学系の位置を検出する内視鏡装置
であって、前記静電容量型の位置検出センサの出力値に基づき、前記撮像光学系の位置を
算出する位置算出部と、前記位置算出部により算出された前記撮像光学系の位置の値を、
前記静電容量型の位置検出センサとは別の位置測定装置により測定された前記撮像光学系
の位置を示す値、あるいは前記撮像光学系を移動させるアクチュエータへの駆動指示値を
位置算出部出力相当値に換算した値、を用いて補正する補正処理を行う位置補正部と、前
記静電容量型の位置検出センサの前記２つの電極の出力に基づいて生成された２つのベク
トル信号の少なくとも１つのベクトル信号の最大値を検出するピーク検出部と、検出され
た前記最大値に基づいて、前記少なくとも１つのベクトル信号の振幅を調整する振幅調整
部と、を有する内視鏡装置を提供することができる。
　本発明の一態様によれば、互いに所定の距離を離して配置された２つの電極を有する静
電容量型の位置検出センサを用いて、移動可能な撮像光学系の位置を検出する内視鏡装置
であって、前記静電容量型の位置検出センサの出力値に基づき、前記撮像光学系の位置を
算出する位置算出部と、前記位置算出部により算出された前記撮像光学系の位置の値を、
前記静電容量型の位置検出センサとは別の位置測定装置により測定された前記撮像光学系
の位置を示す値、あるいは前記撮像光学系を移動させるアクチュエータへの駆動指示値を
位置算出部出力相当値に換算した値、を用いて補正する補正処理を行う位置補正部と、前
記静電容量型の位置検出センサの前記２つの電極の出力に基づいて生成された２つのベク
トル信号の一方のゼロクロスを検出するゼロクロス検出部と、前記ゼロクロス検出部のゼ
ロクロス検出タイミングに応じて、前記２つのベクトル信号の他方の最大値を検出するピ
ーク検出部と、検出された前記最大値に基づいて、前記２つのベクトル信号の他方のベク
トル信号の振幅を調整する振幅調整部と、を有する内視鏡装置を提供することができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、静電型エンコーダをレンズ位置検出手段として用いる内視鏡装置にお
いて、大型化や挿入部先端機構の複雑化を防ぎながら、精度の高いレンズ位置決めが可能
な内視鏡装置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係わる内視鏡システムの構成を示す構成図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係わる静電型エンコーダのセンサ部とセンサ信号出
力回路の構成を説明するための図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係わる静電型エンコーダのスケールに相当する固定
子１の構成を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態に係わる移動子１２の構成を示す図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態に係わる内視鏡システム１の回路構成を示すブロック
図である。
【図６】本発明の第１の実施の形態に係わるアクチュエータ駆動回路４９とレンズ位置検
出回路５０の構成を説明するためのブロック図である。
【図７】図２に示す静電型エンコーダ１０のリニアリティ特性を説明するための図である
。
【図８】本発明の第１の実施の形態に係わるキャリブレーションの方法について説明する
ための図である。
【図９】本発明の第１の実施の形態に係わるルックアップテーブル７５ａの例を示す図で
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ある。
【図１０】本発明の第２の実施の形態に係わるレンズ位置検出回路５０Aの構成を説明す
るためのブロック図である。
【図１１】本発明の第３の実施の形態に係わるレンズ位置検出回路５０Bの構成を説明す
るためのブロック図である。
【図１２】図１１の回路の各信号のタイミングチャートである。
【図１３】本発明の第４の実施の形態に係わるレンズ位置検出回路５０Cの構成を説明す
るためのブロック図である。
【図１４】本発明の第４の実施の形態に係わるベクトル信号の歪みを説明するための図で
ある。
【図１５】本発明の第４の実施の形態に係わるルックアップテーブルを説明するための図
である。
【図１６】本発明の第４の実施の形態に係わるルックアップテーブルを説明するための図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。　
（第１の実施の形態）
　まず図１に基づき、本実施の形態に係わる内視鏡システムの構成を説明する。図１は、
本実施の形態に係わる内視鏡システムの構成を示す構成図である。
【００１７】
　図１において、工業用の内視鏡システム１は、メインユニットである本体装置２と、本
体装置２に接続されるスコープユニット３とを含んで構成される。本体装置２は、内視鏡
装置であり、内視鏡画像、操作メニュー等が表示される表示部４を有する。スコープユニ
ット３は、操作部５を有し、接続ケーブル６により、本体装置２と接続され、可撓性の挿
入チューブからなる挿入部７を有する。挿入部７の先端部８には、図示しない撮像素子、
例えばCCD等、が内蔵され、撮像素子の撮像面側には、レンズ等の撮像光学系が配置され
ている。挿入部７の先端部８には、光学アダプタ９が取り付け可能になっている。
【００１８】
　先端部８には、撮像光学系のレンズ位置を検出する位置検出センサとして、後述するよ
うな静電型リニアエンコーダ（以下、静電型エンコーダという）のセンサ部が設けられて
いる。その静電型エンコーダのセンサ部の出力は、挿入部７内の信号線を介して、本体装
置２へ供給される。
【００１９】
　図２は、本実施の形態に係る静電型エンコーダのセンサ部とセンサ信号出力回路の構成
を説明するための図である。静電容量型の位置検出センサとしての静電型エンコーダ１０
は、大まかに、固定子１１と、移動子１２とからなるセンサ部１３を有する。静電型エン
コーダ１０は、センサ部１３の他に、本体装置２に設けられる周辺回路であるベクトル生
成回路２０を有する。ベクトル生成回路２０は、静電容量型の位置検出センサの出力に基
づいてベクトル信号を生成するベクトル生成部である。
【００２０】
　センサ部１３は、２つの電極を有する。センサ部１３では、一方の電極である固定子１
１と他方の電極の移動子１２は互いに所定の距離だけ離れて配置され、移動子１２は、固
定子１１に対して、撮像光学系のレンズの移動に伴って移動可能に設けられている。
【００２１】
　図２に示すように、交流発信器２１の出力（ａ）をアンプ２２により適当な大きさに増
幅し、固定子１１の端子Ｕと端子Ｖに、搬送波の差動出力として印加する。そして、ベク
トル生成回路２０は、固定子１１の端子Ａと端子Ｃとにおいて得られる信号を差動アンプ
２３ａで受け、また端子Ｂと端子Ｄとにおいて得られる信号を差動アンプ２３ｂで受け、
それぞれの出力（ｂ）と（ｃ）が後段の乗算器２４ａ，２４ｂとローパスフィルタ（ＬＰ
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Ｆ）２５ａ，２５ｂとからなる同期検波回路に入力されて搬送波成分を取り除き、２つの
ベースバンド信号からなる複素数成分「REAL」と「IMAG」とを抽出する。これらの２つの
差動アンプ２３ａ，２３ｂ、乗算器２４ａ，２４ｂ及びローパスフィルタ２５ａ，２５ｂ
は全体でベクトル生成回路２０を構成する。レンズ位置の変化に対して三角関数的に変化
するベクトル信号であるA相とB相の２種の信号が、それぞれ、ローパスフィルタ２５ａと
２５ｂから出力される。そのA相とB相信号は、互いに位相が丁度９０度ずれた性質を持つ
信号である。ベクトル生成回路２０は、後述するレンズ位置検出回路に含まれる。
【００２２】
　図３は、静電型エンコーダのスケールに相当する固定子１の構成を示す図であり、図４
は、移動子１２の構成を示す図である。
【００２３】
　固定子１１は、誘導電極１３ａ，１３ｂと電位検出電極１４とから構成され、絶縁体１
５の中に組み込まれている。そして、搬送波を入力する端子Ｕは誘導電極１３ａに接続さ
れ、もう一方の端子Ｖは誘導電極１３ｂに接続されている。このような固定子１１は、一
般的に電子機器に用いられているプリント基板や、フレキシブルプリント基板（ＦＰＣ）
により容易に製作可能である。
【００２４】
　この固定子１１の上に、移動子１２が所定の距離だけ離して位置している。この移動子
１２では、絶縁体１６の中に櫛歯状電極１２ａ，１２ｂが互いに交差指状に相対配置され
、固定子１１の基板平面を平面視したときに櫛歯状電極の基部が固定子１１の誘導電極１
３ａ，１３ｂの上に重なるように配置される。特徴的なことは、この移動子１２には外部
との接続が一切なくとも、静電誘導の原理によって、固定子１１の誘導電極１３ａ，１３
ｂを径由して電気エネルギーが移動子１２へ供給されることである。このため、駆動され
るレンズ等の被測定物にこの移動子１２を取り付ければ、信号線引き回しなどの制約無し
に被測定物を自由に移動させることができる。なお、図４に示す移動子１２の櫛歯状電極
１２ａ，１２ｂの櫛歯ピッチは、図３の固定子１１の電位検出電極１４の配列ピッチの２
倍となっている。
【００２５】
　一般的に、エンコーダのスケールと呼ばれる長尺の基準体は、図２では固定子側になっ
ているが、機能的には移動子側にもってきて移動子を長く、信号線が接続された固定子を
短くしても、基本的な作用は何ら変わらない。
【００２６】
　図５は、内視鏡システム１の回路構成を示すブロック図である。図５に示すように、挿
入部７の先端部８には、撮像素子としてのCCD３１と、CCD３１の撮像面に被写体像を投影
するための撮像光学系のレンズ３２と、被写体を照明するための照明部としてのLED３３
が設けられている。さらに、先端部８には、被写体のズーム等のために、レンズ３２を移
動するためのアクチュエータ３４と、レンズ３２の位置を検出するための、位置検出セン
サとしての静電型エンコーダ１０のセンサ部１３とが設けられている。
【００２７】
　内視鏡装置である本体装置２は、操作部５を介して、挿入部７と接続されている。本体
装置２は、CPU４１と、メモリ４２と、操作部回路４３と、電源回路４４と、LED駆動回路
４５と、CCD信号処理回路４６と、画像信号処理回路４７と、画像記録回路４８と、アク
チュエータ駆動回路４９と、レンズ位置検出回路５０と、を含む。
【００２８】
　CPU４１は、内視鏡システム１の全体の動作を制御する制御部として機能する。CPU４１
は、メモリ４２に記憶された各種動作プログラムを実行することによって、通常動作及び
後述するキャリブレーション動作を実現する。
【００２９】
　操作部回路４３は、本体装置２及び操作部５に設けられた各種操作スイッチ等に対する
ユーザの操作指示を検出して、CPU４１へ送信するための回路である。電源回路４４は、
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内視鏡システム１の全体の各種回路へ必要な電源を供給するための回路である。LED駆動
回路４５は、挿入部７のLED３３を駆動するための回路である。
【００３０】
　CCD信号処理回路４６は、CCD３１からの画像信号を処理する回路であり、画像信号処理
回路４７は、CCD信号処理回路４６で処理された画像信号を処理するための回路である。
画像記録回路４８は、得られた内視鏡画像をメモリ４２あるいはメモリカード等の記録媒
体（図示せず）に記録するための回路である。LCD４は、画像信号処理回路４７によって
生成された内視鏡画像等を表示する。
【００３１】
　アクチュエータ駆動回路４９は、レンズ３２を駆動するためにアクチュエータ３４を駆
動する回路である。レンズ位置検出回路５０は、センサ部１３からの信号を処理して、レ
ンズ３２の位置を検出するための回路である。CPU４１、操作部４３、CCD信号処理回路４
６、画像信号処理回路４７、アクチュエータ駆動回路４９及びレンズ位置検出回路５０は
、バス５１を介して接続されている。
【００３２】
　上述したように、内視鏡システム１は、通常動作モードとキャリブレーション動作モー
ド（以下、キャリブレーションモードという）を有し、それぞれのモードにおいて、先端
部８内のレンズ３２を移動させるレンズ制御機構を有する。レンズ制御機構は、微小変位
が可能なアクチュエータ３４と、そのアクチュエータ駆動回路４９、及びレンズ微小変位
を検出可能なセンサ部１３と、センサ部１３の出力を処理するレンズ位置検出回路５０を
含んで構成される。レンズ位置検出回路５０の出力は、アクチュエータ駆動回路４９にフ
ィードバックされる。
【００３３】
　CPU４１は、ユーザからの操作指示に応じて、アクチュエータ駆動回路４９にレンズ３
２の目標位置を設定すると共に、後述するキャリブレーション動作に必要なモード切り替
え信号を出力する。更に、CPU４１は、レンズ位置検出回路５０にキャリブレーション補
正用のデータを設定する。
【００３４】
　図６は、アクチュエータ駆動回路４９とレンズ位置検出回路５０の構成を説明するため
のブロック図である。
【００３５】
　アクチュエータ駆動回路４９は、ドライバ６１、ゼロ検出部６２、差分器６３、スイッ
チ６４、パルスジェネレータ（PG）６５、キャリブレーションパルスジェネレータ（CPG
）６６を含む。
【００３６】
　ドライバ６１は、アクチュエータ３４へアクチュエータ駆動信号ADを出力する回路であ
る。アクチュエータ駆動信号ADは、パルス信号であり、パルス信号のオンとオフのデュー
ティ比によって、アクチュエータ３４の動作方向（前進あるいは後退）と動作速度が決定
される。
【００３７】
　ゼロ検出部６２は、差分器６３の出力が０（ゼロ）であるか否かを検出する回路であり
、０（ゼロ）を検出すると、スイッチ６４をオフに切り替えて、ドライバ６１の出力を停
止させる切り替え信号を出力する。
【００３８】
　差分器６３は、CPU４１からの目標位置信号と、レンズ位置検出回路５０からの現在位
置信号との差分をとり、差分信号をゼロ検出部６２とパルスジェネレータ６５に出力する
回路である。差分器６３は、CPU４１からの制御信号に基づき、動作がオンとなる。　
　スイッチ６４は、CPU４１及びゼロ検出部６２からの切り替え信号に基づいて、ドライ
バ６１への出力を切り替える回路である。
【００３９】
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　パルスジェネレータ６５は、差分器６３からの差分信号に応じたパルス信号を生成する
回路である。キャリブレーションパルスジェネレータ６６は、キャリブレーション時のパ
ルス信号を生成する回路である。キャリブレーションパルスジェネレータ６６は、CPU４
１からの制御信号に基づいて、動作がオンとなり、所定のパルス信号を生成して出力する
。
【００４０】
　レンズ位置検出回路５０は、ベクトル生成回路２０、増幅器（AMP）７１，７２、アナ
ログデジタル変換器（以下、ADCという）７３、位置算出部７４及びリニアリティ補正部
７５を含む。リニアリティ補正部７５は、後述するルックアップテーブル７５ａを含む。
ベクトル生成回路２０は、上述した図２の回路である。　
　増幅器７１と７２は、それぞれ、ベクトル生成回路２０からのベクトル信号であるA相
信号とB相信号を、後段の回路で処理可能な振幅レベルに増幅する回路である。ADC７３は
、増幅器７１と７２からのアナログ信号を、それぞれデジタル信号に変換する回路である
。
【００４１】
　位置算出部７４は、センサ部１３からの出力値に基づいてレンズ３２の位置を算出する
回路である。具体的には、位置算出部７４は、ADC７３からのA相信号とB相信号の２つの
位相に基づいて、レンズ３２の位置を算出し、レンズ３２の現在位置信号を出力する算出
回路である。　
　リニアリティ補正部７５は、算出された位置を、正しい位置に補正するための回路であ
り、位置算出部７４により算出されたレンズ３２の位置を、後述する別の位置測定装置に
より測定されたレンズ３２の位置を示す値に補正する補正処理を行う位置補正部である。
よって、図６に示すように、位置算出部７４の後段にリニアリティ補正演算部７５が設け
られている。　
　なお、静電型エンコーダ１０を交流駆動する場合には、同期検波回路が必要となるが、
ここでは説明は省略する。
【００４２】
　次に、アクチュエータ駆動回路４９とレンズ位置検出回路５０の動作について説明する
。　
　図６に示すように、レンズ位置検出回路５０の位置算出部７４において算出されたレン
ズ３２の現在位置は、CPU４１にも出力され、CPU４１でモニタ可能となっている。そして
、その後段のリニアリティ補正部７５において歪み特性が補正された現在位置信号は、ア
クチュエータ駆動回路４９に入力される。
【００４３】
　アクチュエータ駆動回路４９では、通常動作時、CPU４１から設定される目標位置とレ
ンズ位置検出回路５０からの補正された現在位置の差分に応じて、アクチュエータ３４へ
の駆動指示（オンとオフ）及び極性反転が行われる。
【００４４】
　図６のアクチュエータ駆動回路４９は、圧電素子を用いたマイクロアクチュエータの駆
動回路の場合の回路の例である。アクチュエータ３４は、上述したように、パルスジェネ
レータ（PG）６５から出力されるパルス信号のデューティ比によって、レンズ３２の移動
速度、向きが変わる特性を持つ。ドライバ６１は、パルスジェネレータ（PG）６５からの
指示に従ってアクチュエータ３４に必要な電力を供給する。
【００４５】
　例えば、目標位置と位置検出結果である現在位置との差分（残差量）が正の値である場
合には、パルスジェネレータ（PG）６５へは負方向の極性指示が与えられ、パルスジェネ
レータ（PG）６５は、その指示に応じたデューティ比のパルス信号を出力する。また、ゼ
ロ検出部６２は差分（残差量）を検出し、差分の絶対値が小さく無い（０（ゼロ）でない
）と判断した場合には、後段のスイッチ６４をオン状態にして（すなわちドライバ６１へ
パルスジェネレータ６５の出力が供給される状態にして）、アクチュエータ駆動回路４９
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は、アクチュエータ３４を駆動する。
【００４６】
　また、差分（残差量）が負の値の場合には、上記と同様の処理が行われ、結果として常
にレンズ３２の位置は、目標位置と一致するように制御される。
【００４７】
　さらにまた、逆に差分が０（ゼロ）と判断された場合には、スイッチ６４をオフ状態（
OFF）にして（すなわち、ドライバ６１がOFFに接続される状態にして）、アクチュエータ
駆動回路４９は、アクチュエータ３４の駆動を停止する。
【００４８】
　また、アクチュエータ駆動回路４９は、キャリブレーション動作時、後述するレンズ位
置検出回路５０のキャリブレーション処理に対応するため、CPU４１からのキャリブレー
ションモードへのモードセット信号に応じて、キャリブレーション専用のキャリブレーシ
ョンパルスジェネレータ（CPG）６６からのパルス信号出力に応じた動作を行う。
【００４９】
　その場合、スイッチ６４は、ドライバ６１がキャリブレーションパルスジェネレータ（
CPG）６６の出力と接続するように切り替わる。このキャリブレーションモードでは、レ
ンズ位置検出回路５０の出力は、アクチュエータ駆動回路４９においては利用されない。
アクチュエータ駆動回路４９は、CPU４１からの直接指示に従ったデューティ比のパルス
信号出力が可能である。これは、キャリブレーション動作時、レンズ３２を適切な位置に
移動するために必要となる。
【００５０】
　ここで、静電型エンコーダ１０のリニアリティについて説明する。
【００５１】
　図７は、図２に示す静電型エンコーダ１０のリニアリティ特性を説明するための図であ
る。静電型リニアリティエンコーダ１０のセンサ部１３では、上述したように、２枚の基
板を密着させて摺動させるのではなく、固定子１１と移動子１２からなる２枚の電極基板
は、所定の距離だけ離して配置される。すなわち、２枚の電極は、移動子１２の全移動範
囲に亘って所定の距離だけ離れているように、先端部８内に配置される。
【００５２】
　しかし、２枚の電極間を、移動子１２の全移動範囲において正確に所定の距離に維持す
るような機構にすることは極めて困難である。そのため、静電型エンコーダ１０の出力信
号に基づいて算出されたレンズ移動量は、レンズ３２の実際の移動量に対して、誤差が生
じてしまう。すなわち、２枚の電極間の距離が、移動子１２の移動範囲内において、正確
に所定の距離が維持できるならば、静電型エンコーダ１０の出力は、レンズ移動量に対し
て線形となるが、製造されたセンサ部１３における２枚の電極間の距離を移動子１２の移
動範囲内の全てに亘って、精度良く所定の値に維持できないため、静電型エンコーダ１０
の出力に基づいて算出される現在位置は、実際のレンズ移動量に対して非線形となる。す
なわち、誤差が生じる。
【００５３】
　図７に示すように、レンズ移動量に対する実際のエンコーダ出力、具体的には位置算出
部７４の出力は、理想的な線形特性Iにはならず、非線形な実特性Rとなる。すなわち、位
置算出部７４の出力は、線形な理想特性に対して、誤差を有する。従って、静電型エンコ
ーダ１０の出力値をそのまま用いて算出したレンズ３２の現在位置をアクチュエータ駆動
回路４９にフィードバックしても、精度の高いレンズ位置制御を行うことができない。
【００５４】
　そこで、内視鏡システム１のキャリブレーションモードにおいて、レンズ３２の実際の
位置をモニタしながら、その誤差を無くすように、位置算出部７４の出力値を補正するた
めのデータが取得される。キャリブレーションモードにおいて取得したデータを用いて、
リニアリティ補正部７５において、位置算出部７４の出力値が補正される。その結果、リ
ニアリティ補正部７５から出力される補正された現在位置は、理想特性に沿った値とする
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ことができる。
【００５５】
　図８は、キャリブレーションの方法について説明するための図である。キャリブレーシ
ョンは、例えば、内視鏡システム１の製造時に行われる。キャリブレーションを行うとき
、本体装置２とキャリブレーション調整用のパソコン（PC）８１が接続される。その接続
は、本体装置２の外部インターフェース（以下、I/Fと略す）８３を介して行われる。
【００５６】
　さらに、調整用のPC８１に、レンズ３２の実際の変位量を計測する計測器としての非接
触変位計８２が接続される。位置測定装置としての非接触変位計８２は、例えば、光学式
の距離計である。その非接触変位計８２からの出力が、PC８１へ入力される。
【００５７】
　キャリブレーション時、アクチュエータ駆動回路４９は、キャリブレーションモードに
設定される。キャリブレーションモードになると、アクチュエータ駆動回路４９のスイッ
チ６４は、キャリブレーションパルスジェネレータ（CPG）６６をドライバ６１に接続す
るように、切り替えられる（図６参照）。
【００５８】
　PC８１は、CPU４１を介して、アクチュエータ駆動回路４９ヘレンズ３２の駆動指示信
号を与える。このとき、PC８１は、CPU４１を介してレンズ位置検出回路４９で算出され
る位置をモニタ可能になっている。
【００５９】
　キャリブレーション動作について説明する。ます、PC８１は、非接触変位計８２の出力
結果に基づいて、レンズ３２が移動する全移動範囲の片端部の位置までレンズを移動する
。その移動した状態のレンズ位置を起点とし、PC８１は、他方の端部までレンズ３２を順
次移動しながら、移動中のレンズ位置算出回路４９の出力をモニタして記録していく。そ
の結果、図７の実特性Rに示したデータが得られる。この実特性Rは、以下の式（１）の関
係となっている。位置算出部７４により算出されたレンズ位置算出値ｓ（エンコーダ出力
値）は、非接触変位計８２により得られた実レンズ位置l（レンズ移動量）の関数である
。
【００６０】
　　レンズ位置算出値ｓ＝ｆ（l）　　　・・・式（１）
よって、l=ｆ－１（ｓ）　　　・・・式（２）
　以上のようにして得られた実特性Rから理想的な線形特性Iの位置を求めるためのデータ
が生成されて、リニアリティ補正部７５内のルックアップテーブル７５ａに記憶される。
【００６１】
　図９は、そのルックアップテーブルの例を示す図である。ルックアップテーブル７５ａ
は、アドレスAとアドレスデータA1とを有するものである。アドレスデータA1を書き換え
ることにより任意に補正量を調整することができる。
　図９に示す補正前のレンズ位置（すなわち位置算出部７４の算出したレンズ位置算出値
）ｓと、補正後のレンズ位置（すなわち実レンズ位置）s1は、アドレス値、及びデータ値
を変位に換算したものである。ここでは、いずれもアドレス値幅を０～２５５、変位を０
～２ｍｍのスケーリングとした。
【００６２】
　CPU８１は、CPU４１を経由して得られたデータに基づいて、ルックアップテーブル７５
ａのデータを生成して、リニアリティ補正部７５のルックアップテーブル７５ａに、記憶
する。そして、位置補正部であるリニアリティ補正部７５は、センサ部１３の各出力値に
対応する、別の位置測定装置である非接触変位計８２により測定された値を保持するルッ
クアップテーブル７５ａの補正テーブルデータにより、補正処理を行う。
【００６３】
　なお、上述した例では、ルックアップテーブル７５ａを用いて補正後のレンズ位置を求
めているが、上記式（２）の具体的な計算式を求め、リニアリティ補正部７５においてそ
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の計算式を用いてレンズ３２の位置を計算するようにしてもよい。すなわち、リニアリテ
ィ補正部７５は、センサ部１３の出力値を、別の位置測定装置である非接触変位計８２に
より測定された値に変換する演算により、補正処理を行うようにしてもよい。その場合、
上記の式（２）が、簡単な計算式であれば、計算に必要な係数がメモリ４２に保存される
。
【００６４】
　なお、その求めた計算式が複雑な式となる場合には、上述したような図９に示したよう
なルックアップテーブル７５ａを生成して、リニアリティ補正部７５あるいはメモリ４２
に保存される。
【００６５】
　キャリブレーション時は、上述したようなルックアップテーブル７５ａのデータが生成
されて記憶される。通常動作時は、位置算出部７４で算出された現在位置のデータは、リ
ニアリティ補正部７５においてルックアップテーブル７５ａを用いて補正される。その補
正された現在位置は、図７において、レンズ移動量に対して理想的な線形特性Ｉに沿った
値となる。
【００６６】
　その補正された現在位置が差分器６３に入力されるため、精度の高いレンズ位置決めが
可能となる。　
　以上のように、本実施の形態によれば、静電型エンコーダをレンズ位置検出手段として
用いる内視鏡装置において、大型化や挿入部先端機構の複雑化を防ぎながら、精度の高い
レンズ位置決めが可能な内視鏡装置を実現することができる。
【００６７】
　特に、上述した本実施の形態によれば、リニアリティ誤差の発生要因の如何に拘わらず
、位置算出結果の誤差を補正することができる。
【００６８】
　なお、上述した例において、ADC７３より後段からドライバ６１の前段までの処理は、
処理速度が許容する限りにおいてソフトウェアで実現するようにしても良い。　
　また、外部の非接触変位計を使わず、アクチュエータヘの駆動指示値を位置算出部出力
相当値に換算した値を基準にキャリブレーションを行っても良い。その場合は、キャリブ
レーションを実施した時から後に発生するアクチュエータの特性変化のみを吸収する制御
となる。さらに、その場合には外部の調整用のPCを使わず装置内部のCPU４１を使って処
理を行うことが可能となる。
（第２の実施の形態）
　第２の実施の形態は、静電型エンコーダにおいて出力される各ベクトル信号の振幅を一
定に保つようにして、より位置検出誤差の低減を図るものである。そのために、第２の実
施の形態における内視鏡システムの構成は、第１の実施の形態とは、レンズ位置検出回路
の構成だけが、異なる。従って、第１の実施の形態と同じ構成については、同じ符号を用
いて説明を省略し、異なる構成を主に説明する。
【００６９】
　図１０は、本実施の形態におけるレンズ位置検出回路５０Aの構成を説明するためのブ
ロック図である。
【００７０】
　レンズ位置検出回路５０Aは、ベクトル生成回路２０、増幅器７１，７２、ADC７３、位
置算出部７４及びリニアリティ補正部７５に加えて、さらに、スイッチ部１０１と、ピー
ク検出部１０２，１０３を含む。スイッチ部１０１は、ADC７３と位置算出部７４の間に
設けられる。
【００７１】
　スイッチ部１０１は、ADC７３からのベクトル信号のA相信号とB相信号を、それぞれ、
ピーク検出部１０２と１０３へ出力するように切り替える２つのスイッチ１０１ａ、１０
１ｂを有している。
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【００７２】
　CPU４１は、キャリブレーションモードが設定されると、スイッチ部１０１に切り替え
信号を出力する。スイッチ部１０１は、その切り替え信号が入力されると、点線で示すよ
うに、A相信号をピーク検出部１０２へ出力し、B相信号をピーク検出部１０３へ出力する
ように、スイッチ１０１ａ、１０１ｂを動作させる。
【００７３】
　CPU４１は、キャリブレーションモードで、少なくともベクトル信号のA相及びＢ相信号
の一周期分に相当する量だけレンズを移動させる。
【００７４】
　ピーク検出部１０２と１０３は、それぞれ入力されたA相信号とB相信号のピーク値を検
出し、かつ検出したピーク値に応じたゲイン設定値SPA,SPBを増幅器７１，７２に設定す
る回路である。増幅器７１，７２は、それぞれ、設定されたゲイン設定値SPA,SPBに応じ
て入力信号を増幅する。
【００７５】
　ピーク検出部１０２，１０３は、入力信号の中の最大値を検出し、例えば、検出した最
大値の、所定の目標値に対する比率を算出し、その比率に応じたゲインの設定を行う。従
って、キャリブレーションモード時、CPU４１とスイッチ部１０１とピーク検出部１０２
，１０３は、A相信号とB相信号の振幅を一定に保つように振幅を調整する振幅調整部を構
成する。この振幅調整部は、いわゆるAGC処理部ともいうことができる。
【００７６】
　すなわち、振幅調整部は、２つのベクトル信号の最大値を検出するピーク検出部１０２
，１０３と、検出された最大値に基づいて、ベクトル信号の振幅を調整する振幅調整部と
を有し、振幅調整部は、最大値に応じたゲインに基づいて２つのベクトル信号を増幅する
増幅器７１，７２を有する。
【００７７】
　以上のように、キャリブレーションモード時に、スイッチ部１０１は、A相信号とB相信
号をそれぞれピーク検出部１０２と１０３へ入力するように設定されているので、ピーク
検出部１０２と１０３は、モニタした信号の最大振幅値を検出し、保持する。そして、ピ
ーク検出部１０２と１０３は、それぞれ予め目標振幅値が設定されているので、保持され
た最大振幅値と目標振幅値の比率に応じて、後段の増幅器７１，７２に適切なゲインを設
定し保持させる。
【００７８】
　なお、キャリブレーションモードとは別に、ピーク検出モードをユーザが指示できるよ
うにして、ピーク検出モードが設定されると、上述した動作が行われるようにしてもよい
。
【００７９】
　通常動作時、すなわち、内視鏡システム１の使用時は、スイッチ部１０１は、A相信号
とB相信号を位置算出部７４に入力するように、スイッチ１０１ａ、１０１ｂを動作させ
る。通常動作時、増幅器７１と７２は、設定されたゲインにより、A相及びB相信号の最大
値は、所定の目標値と同じになる。
【００８０】
　よって、本実施の形態によれば、第一の実施の形態の効果に加えて、位置算出部７４に
入力される位相信号の振幅は一定になるので、各ベクトル信号の振幅誤差による位置検出
誤差の低減を図ることができる。
【００８１】
　なお、上述した例では、A相信号とB相信号の両方に対してピークを検出して振幅調整を
行っているが、A相信号とB相信号の少なくとも一方に対してのみ、ピークを検出して振幅
調整を行うようにしてもよい。
【００８２】
　また、上述した例では、ピーク検出は、信号波形の一周期内において検出するようにし
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ているが、２周期以上に亘って検出するようにしてもよい。　
　さらに、移動子１２の位置に応じて、ピークを検出するようにしてもよい。例えば、移
動範囲を複数に分割して、分割された範囲毎に、ピークを検出し、その分割範囲毎に異な
るゲインを設定できるようにしてもよい。
【００８３】
　さらに、変形例として、前段の増幅器７１と７２にゲインをフィードバックして設定す
るのでは無く、検出したピーク値を使って入力されたベクトル信号を正規化する（除算す
る）処理を行って、位置算出部７４に出力するようにしても良い。
　さらになお、ゲイン制御の他に、入力信号のオフセット調整機能を併せて行う機能を有
するようにしても良い。
（第３の実施の形態）
　第２の実施の形態では、AGCのゲイン設定等の処理がキャリブレーション時に行われて
いるが、第３の実施の形態は、通常動作時に逐次、具体的にはゼロクロスが発生する度に
、最大振幅保持値を更新するようにして、振幅誤差による位置検出誤差の低減を図ってい
る。第３の実施の形態における内視鏡システムの構成は、第１及び第２の実施の形態とは
、レンズ位置検出回路の構成だけが、異なる。従って、第１及び第２の実施の形態と同じ
構成については、同じ符号を用いて説明を省略し、異なる構成を主に説明する。
【００８４】
　図１１は、本実施の形態におけるレンズ位置検出回路５０Bの構成を説明するためのブ
ロック図である。　
　レンズ位置検出回路５０Bは、ベクトル生成回路２０、増幅器７１，７２及びリニアリ
ティ補正部７５は、第１及び第２の実施の形態と同じであるが、ADC７３A、２値化回路１
１２，ピーク検出部７１A、ゼロクロス検出部１１３、除算部１１４及び位置算出部７４A
を有する。
【００８５】
　２値化回路１１２は、増幅器７２の出力Bを２値化処理する。２値化回路１１２から出
力される信号Bdは、ゼロクロス検出部１１３と位置算出部７４Aに出力される。ゼロクロ
ス検出部１１３は、２値化された信号Bdのゼロクロスを検出する回路である。ゼロクロス
検出部１１３は、信号Bdがゼロクロスするタイミングを検出して、その検出信号Bzをピー
ク検出部７１Aに出力する。すなわち、ゼロクロス検出部１１３は、センサ部１３の２つ
の電極の出力に基づいて生成された２つのベクトル信号の一方のゼロクロスを検出する。
【００８６】
　一方、ADC７３Aは、増幅器７１の出力をA/D変換する。ADC７３Aから出力される信号Aは
、ピーク検出部７１Aと除算部１１４に出力される。ピーク検出部７１Aは、ゼロクロス検
出部７１Aからの検出信号Bzが入力されるタイミングで、入力された２値化データである
信号Aの最大値Apを検出して除算部１１４に出力する回路である。
【００８７】
　除算部１１４は、信号Aを最大値Apで除算する演算回路である。除算された値のデータ
は、位置算出部７４Aに供給されて、レンズ３２の位置が算出される。なお、２値化回路
１１２の出力が位置算出部７４Aに供給されているのは、ゼロクロス時の信号Aの極性を判
定するためである。従って、ピーク検出部７１Aと除算部１１４は、検出された最大値に
基づいて、A相信号の振幅を一定に保つように振幅を調整する振幅調整部を構成する。
【００８８】
　図１２は、図１１の回路の各信号のタイミングチャートである。図１２を用いて、レン
ズ位置検出回路５０Bの動作を説明する。　
　ベクトル信号のA相信号（図１２（A））は、ADC７３Aでデジタル信号に変換され、A相
信号に対して位相が９０度ずれたB相信号（図１２（B））は、ゼロクロス点を基準として
コンパレ一夕により２値化される（図１２（C））。　
　更に、２値化された信号Bdの立ち上がりと立下りタイミング信号である検出信号Bz（図
１２（D））が、ゼロクロス検出部１１３で生成される。A相信号は、ピーク検出部７１A



(14) JP 5290080 B2 2013.9.18

10

20

30

40

50

に入力されており、ピーク検出部７１Aは、タイミング信号Bzが入力された時の信号レベ
ルの絶対値を検出、保持するようになっている（図１２（E））。図１２（E）に示すよう
に、０度から１８０度の間は、ピーク値A0が保持されて出力され、１８０度から３６０度
の間は、ピーク値A1が保持されて出力されている。
【００８９】
　A相信号とＢ相信号は、位相が互いに９０度ずれた信号であるため、Ｂ相信号がゼロク
ロスするタイミングでは、A相信号は最大振幅のタイミングとなっておりピークの検出が
できるのである。Ｂ相信号のレベルは、位相角が０～１８０度の範囲か、１８０度～３６
０度の範囲かの判断に利用される。
【００９０】
　そして、検出したピーク値を用いて、後段の除算部（割り算回路）において、A相信号
をピーク値で割り算して、正規化して振幅ばらつきを補正する。
【００９１】
　更に、正規化されたA相信号と２値化されたB相信号は、位置算出部７４Aに入力され、s
in－１、またはcos－１の演算を行うことにより位置が算出される。従って、位置検出演
算において、tan－１の演算を行う必要が無いため、割り算における分母が０の状態を回
避することができる。
【００９２】
　以上のように、本実施の形態では、ベクトル信号のA相信号とB相信号の何れか一方を２
値化し、他方の信号のピーク検出のタイミングを与えるために用い、更に、同じ２値化し
た値を位置算出時の位相判定に用いる。
【００９３】
　よって、本実施の形態によれば、第２の実施の形態にように、キャリブレーション動作
への切り替えをすることなく、逐次（ゼロクロスが発生する度に）、最大振幅保持値を更
新し、リアルタイムなAGC制御のような制御を行うことにより、振幅誤差による位置検出
誤差の低減を図ることができる。また、本実施の形態によれば、第２の実施の形態の構成
に比べて回路規模を小さくすることができる。
【００９４】
　なお、ゼロクロスが発生するタイミングの範囲をレンズ駆動範囲（すなわち動作レンジ
端部）となるような構造設計をしておけば、キャリブレーション処理等の起点検出に活用
することもできる。
（第４の実施の形態）
　第４の実施の形態は、移動子１２が、一位相（一周期）の範囲でしか移動しないような
場合に、ベクトル信号に波形歪みがあっても、精度の高いレンズ位置決めが可能な内視鏡
装置を実現するものである。
【００９５】
　第１の実施の形態では、キャリブレーションモード時に、A相あるいはB相の信号波形の
歪みは、考慮されていないが、本実施の形態では、キャリブレーションモード時に信号波
形の影響も考慮して、レンズの位置を正確に算出できるようにした。
【００９６】
　第４の実施の形態における内視鏡システムの構成は、第１及び第３の実施の形態とは、
レンズ位置検出回路の構成だけが、異なる。従って、第１及び第３の実施の形態と同じ構
成については、同じ符号を用いて説明を省略し、異なる構成を主に説明する。
【００９７】
　図１３は、本実施の形態におけるレンズ位置検出回路５０Cの構成を説明するためのブ
ロック図である。　
　キャリブレーションモード時には、除算部１１４の出力は、CPU４１へ供給される。そ
して、位置算出／リニアリティ補正部１２１は、位置算出とリニアリティ補正の機能を一
つの回路で実現する回路である。通常動作時、位置算出／リニアリティ補正部１２１は、
除算部１１４の出力データを入力して、位置算出を行い、アクチュエータ駆動回路４９に
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レンズ３２の現在位置を出力する。
【００９８】
　図１４は、ベクトル信号の歪みを説明するための図である。静電型エンコーダ１０のリ
ニアリティ誤差は、位置算出処理前のベクトル信号の歪みによるものである。
【００９９】
　第１の実施の形態で説明したキャリブレーションモードにおいて、レンズ３２の移動時
に、PC８１でモニタされた実際のレンズ位置（すなわち一周期内の位置）に対応する除算
部１１４の出力値を、A相信号のデータとし、位置算出／リニアリティ補正部１２１のル
ックアップテーブル１２１ａ、１２１ｂに格納しておく。すなわち、ルックアップテーブ
ル１２１ａ、１２１ｂには、そして、実際に位置決め制御を行う場合に、位置算出処理と
リニアリティ補正の処理を同時に行うためのデータが格納されている。
【０１００】
　図１５と図１６は、ルックアップテーブルの例を説明するための図である。図１５は、
移動子１２の全移動範囲中、位相が０度から１８０度の範囲に対応するルックアップテー
ブル１２１ａであり、図１６は、移動子１２の全移動範囲中、位相が１８０度から３６０
度の範囲に対応するルックアップテーブル１２１ｂである。ルックアップテーブル１２１
ａと１２１ｂは、共に２５６のアドレスに分けて構成される。
　なお、ルックアップテーブル１２１ａと１２１ｂに基づいて、各アドレスAにおける補
正前のベクトルVAと、その補正前のベクトルVAに対応する補正後アドレスデータA１と、
補正後アドレスデータA1に対応する補正後のレンズ位置（すなわち実レンズ位置）s1とに
補正する。
【０１０１】
　よって、位置算出／リニアリティ補正部１２１は、入力されたベクトル信号のレベルに
応じて、リニアリティ誤差を加味したレンズ変位量を出力することができる。
【０１０２】
　すなわち、位置算出／リニアリティ補正部１２１は、生成されたベクトル信号の振幅値
に基づき、レンズ３２の位置を算出し、かつ算出されたレンズ３２の位置の値を、別の位
置測定装置により測定されたレンズ３２の位置を示す値に補正する補正処理を行う位置補
正部を構成する。
【０１０３】
　CPU８１は、CPU４１を経由して得られたデータに基づいて、ルックアップテーブルのデ
ータを生成して、位置算出／リニアリティ補正部１２１のルックアップテーブル１２１ａ
と１２１ｂに、記憶する。
【０１０４】
　以上のように、本実施の形態の内視鏡システムによれば、キャリブレーションモード時
に、A相信号あるいはB相信号の波形歪みを考慮して、レンズの位置を正確に算出するため
のルックアップテーブルを作成する。よって、静電型エンコーダをレンズ位置検出手段と
して用いる内視鏡装置において、大型化や挿入部先端機構の複雑化を防ぎながら、精度の
高いレンズ位置決めが可能な内視鏡装置を実現することができる。
【０１０５】
　また、位置算出の処理をハードウェア処理で実現する場合、sin－１演算を実施するた
めのＲＯＭテーブルメモリを保有する必要があるが、本実施の形態の場合、そのようなメ
モリとリニアリティ補正テーブルメモリを共通化しているため、回路規模が小さく、また
無駄な処理が無くなるため処理を高速に行うことができる。
【０１０６】
　さらにまた、本実施の形態でも、外部の非接触変位計を使わず、アクチュエータヘの駆
動指示値を基準にキャリブレーションを行っても良い。
【０１０７】
　なお、本実施の形態においても、第２の実施の形態で説明したピーク検出によるAGC制
御も併せて行うようにしてもよい。　



(16) JP 5290080 B2 2013.9.18

10

　さらになお、上述した例では、位置算出とリニアリティ補正の２つの処理を行うために
ルックアップテーブルを用いているが、そのようなルックアップテーブルを用いずに、変
換式を求めてその変換式により２つの処理を行うようにしてもよい。
【０１０８】
　本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範
囲において、種々の変更、改変等が可能である。
【符号の説明】
【０１０９】
１　内視鏡システム、２　本体装置、３　スコープユニット、４　モニタ、５　操作部、
６　接続ケーブル、７　挿入部、８　先端部、９　アダプタ、１０　静電型エンコーダ、
１１　固定子、１２　移動子、１２ａ、１２ｂ　櫛歯状電極、１３　センサ部、１３ａ、
１３ｂ　誘導電極、１４　電位検出電極、１５，１６　絶縁体、２０　ベクトル生成回路
、２１　交流発信器、２２　アンプ、２３ａ、２３ｂ　差動アンプ、２４ａ、２４ｂ　乗
算器、２５ａ、２５ｂ　ローパスフィルタ、３１　ＣＣＤ，３２　レンズ、３３　ＬＥＤ
、３４　アクチュエータ、４９　アクチュエータ駆回路、５０、５０A、５０B、５０C　
レンズ位置検出回路、５１　バス、６３　差分器、６４　スイッチ、６５　パルスジェネ
レータ、６６　キャリブレーションパルスジェネレータ、７５ａ、１２１ａ、１２１ｂ　
ルックアップテーブル、１０１　スイッチ部、１０１ａ、１０１ｂ　スイッチ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】
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